
「先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革に関する調査事業【スーパーシティ・デジタル田園健康特区対象】」 (仮称)概要
※令和６年１月時点で検討中の事業内容についてお知らせするものであり、実際の公募の内容には変更の可能性がありますので、ご留意ください。

デジタル田園都市国家構想の先導役であるスーパーシティ・デジタル田園健康特区において、規制・制度改革を進め、様々な
分野における先端的サービスの早期実装を推進するとともに、他地域への取組の横展開を図ることが重要。

 このため、先端的サービスの実装に必要な規制・制度改革の実現に向け、調査・実証を通じてエビデンス等を収集するとともに、
サービスの社会実装・他地域への横展開に向けた調査を行うこと目的に国(内閣府)の委託事業として必要な調査を実施。

実施主体 民間事業者、大学等

主な要件・
選定の
ポイント

予算規模

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
（想定）

【１事業当たり予算額】 上限2,000万円～5,000万円※ ※過年度の同一・関連する規制・制度改革事項の調査実績等に応じて上限を設定

① 規制・制度改革事項の具体化
• 先端的サービスの開発・構築等に必要な規制・制度改革事項の内容が具体化されていること
 （例：規制・制度の根拠規定の特定、先端的サービスを実装するにあたっての具体的な支障、規制を見直す場合の代替案の提案等）
• 調査・実証内容が、規制・制度改革を実現するために必要十分なものであること
 （例：規制・制度の趣旨を踏まえた規制・制度改革に必要なエビデンス等の収集・整理、代替案の有効性・許容性の検証等）

② 地域における連携体制
• スーパーシティ又はデジタル田園健康特区の構想に不可欠な先端的サービスであり、その実現のために本事業を実施すること

について、当該地方公共団体による確認を受けていること
• 過年度(R4年度・R5年度)の「先端的サービス調査事業」において同一又は関連する規制・制度改革事項等に関する調査を実

施した場合は、提案内容に関連して、地方公共団体等(※)が一定の財政負担を行っていること
③ 社会実装に向けた取組

• 実証にとどまらず、実装に向けた取組であり、そのプロセスが明らかであること。
• 調査・実証の内容が、社会実装や他地域への取組の横展開を進める観点からも資するものであること

令和６年４月 企画競争公募(１か月程度) → ６月 選定委員会(外部有識者)による審査・採択決定→ ７月 契約・事業開始
令和７年３月 調査報告書提出

(※地方公共団体を構成員とする協議会や大学・研究機関等を含む)

※具体的な事業（取組テーマ）については企画競争公募により募集し、選定。

※スケジュール（想定）の一部を赤字で更新（令和６年２月１４日）
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